
Wi-Fi ルーターレンタル利用規約 

 

第１条（利用規約の適用） 

株式会社御前崎ケーブルテレビ（以下「乙」という）は、本利用規約に基づき、乙のイ

ンターネットサービスに付帯する Wi-Fi ルーターレンタルサービス（以下、「本サービ

ス」という）を、その利用を希望する者（以下「甲」という）に対し提供するものとし

ます。 

２．本規約に定めのない事項については、乙が別に定めるインターネット接続サービス契約

約款を適用します。本サービスの利用を申し込んだ時点で、甲は本規約のすべての条件

に同意したものとみなします。 

３．乙が本サービスの内容変更を必要とした場合、甲の承諾を得ることなく、乙所定の方法

で甲に通知することにより、その必要な変更を行なうことができるものとします。その

場合、サービス提供条件は変更後の規約によります。 

４．乙は本サービスを保守上の問題から予告なく終了することがあります。 

 

第 2 条（利用申込をすることができる者の条件） 

本サービスの利用は、乙のインターネットサービスの提供を受けている者に限ります。 

 

第 3 条（本サービスの内容） 

本サービスは、乙が所有する Wi-Fi ルーター（以下、「本端末」という）を甲に無償で

貸与するものです。なお、貸出機器は 1000BASE-TX 規格の有線インターフェースを

有し、Wi-Fi5 に係る無線通信に準拠した機種になります。 

２．１０ギガコースの貸出機器も前項と同様の機種になります。 

３．以下のサービスは有償対応となります。 

（１）本端末の設置・交換に伴う設定作業 

（２）甲所有の Wi-Fi 端末を追加設定する場合 

（３）その他、乙が訪問して作業をする場合 

 

第 4 条（利用開始日） 

本サービスの利用開始日は、本端末を設置した日とします。 

 

第 5 条（本端末の利用および保管等） 

甲は、貸与された本端末を善良な管理者の注意をもって利用および維持管理するもの

とします。 

２．甲は、本端末に故障、破損または紛失が生じた場合、速やかにその旨を乙に通知し、乙

の指示に従うものとします。本端末の故障とは、インターネットへの接続不可、もしく



は不安定な状態や端末のランプが点灯しない状態を示します。なお、その他通信端末の

故障による影響についてはこの限りではありません。 

３．甲の故意または過失により生じた損害に対して、乙は一切責任を負わないものとします。 

４．甲は、甲の故意または過失により本端末およびその他の乙が所有する機器等を破損ある

いは紛失した場合には、修復に要する費用あるいは機器損害金を負担するものとしま

す。 

 

第 6 条（承諾事項）  

甲は、本サービスの申込に際し、以下をあらかじめ承諾するものとします。 

（１） 乙は本サービスについて甲の使用目的への適合性については一切担保しません。 

（２） 乙は本サービスの提供に際し、停電、電力線上の電気ノイズなどの外部要因、

または天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じ

た損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および

間接損害等のあらゆる損害について、一切の賠償責任を負いません。 

（３） 乙は以下の各号のほか、甲および第三者に生じた一切の損害について、乙はそ

の責任を負いません。また、乙は本規約に明示的に定める場合の他、甲に対し

て一切の損害賠償責任の義務を負わないものとします。 

・本端末の脆弱性によって甲が損害を被った場合 

・本端末が故障した場合 

・本サービスを介しての第三者による甲が所有する通信端末等への不正な接続、

データの改ざん・漏洩、機器の破損等が生じた場合 

    ・その他、乙の責に帰することのできない事由 

（４） 甲は、自己の責任に基づいて本サービスを利用するものとし、本サービスの選

択・設定、利用結果等について、全て（本サービスを含みますがこれに限られ

ません）の責任を負うものとします。 

（５） 乙は、甲が以下の各号に該当する場合は、サポートの義務を負いません。 

・乙が定める手続きに従った利用申込を行っていない場合 

・甲が日本語以外の言語にて問い合わせをされた場合 

・甲が利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなか 

った場合 

 

第 7 条（禁止事項） 

甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。 

（１） 本サービスの全部または一部を第三者へ使用許諾、貸与、譲渡、頒布その他一

切の権利移転、権利許諾する行為 

（２） 本サービスの全部または一部を、有償無償を問わず、営利目的、付加価値サー



ビスその他第三者へ提供するサービスの一環として使用する行為 

（３） 本サービスで利用する本端末を分解したり改造を加える行為 

（４） 本来の用法によらない方法で、乙のサービスを不正に受けたり、受けようとす

る行為 

（５） 故意にコンピュータウィルスに感染しているデータをメールで送受信する行為 

（６） 本サービスに支障をきたす、またはそのおそれのある行為 

（７） その他、乙が不適切であると判断する行為 

２．甲が前項で禁止されている行為を行なった場合、その他甲の責に帰すべき事由により、

乙または第三者に対して損害を与えた場合、甲は全ての賠償責任を負います。 

 

第 8 条（甲が行うサービスの解除） 

甲の申し出により、本サービスの契約を解除できるものとします。 

２．甲が乙のインターネットサービス契約を解除した場合は、本サービスの利用も解除する

ものとします。 

 

第９条（乙が行うサービスの解除） 

乙は、次の場合には、そのサービスを解除することがあります。 

（１） 利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場

合 

（２） 甲が、本規約の内容または趣旨に違反した場合 

（３） 甲が、乙のインターネットサービスを解除された場合 

（４） その他、甲が契約者として不適切と乙が判断した場合 

２．乙は、前項の規定により解除しようとする場合は、あらかじめその旨を甲に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第１０条（本端末の返却） 

第８条（甲が行うサービスの解除）、または第９条（乙が行うサービスの解除）に規定す

るサービスの解除、その他の理由によりサービスが終了した場合は、甲は乙が別途指定

する方法に基づき、速やかに貸与された本端末を乙に返却するものとします。 

２．本サービス解除後、30 日が経過しても本端末の返却が無い場合、甲による本端末の返

却意思が無いものとみなし、乙は、甲に対して本端末の機器損害金を請求できるものと

します。 

 

第１１条（協議）  

本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠

意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。 



附則 

本規約は 2017 年 6 月 1 日から適用します。 

附則 

本規約は 2024 年 3 月 1 日から適用します。 

 


